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 自転車撤去について 

一橋祭の準備・開催を円滑に行うため、11 月 22 日（水）の 19 時から自転車の撤去を行います。恐れ入

りますが、一橋祭前日（11 月 23 日(木・祝)）から一橋祭最終日（11 月 26 日(日)）にかけて以下の地図

の撤去実施区域に自転車を駐輪しないようお願いいたします。 

キャンパス 撤去実施区域 撤去先 

西キャンパス 

兼松講堂周辺 

講義棟裏 

図書館前 

本館正面・本館掲示板付近 

西プラザ前 

学生会館前 

講義棟前 

法人本部棟裏 

東キャンパス 東正門から東プラザにかけて 東一号館裏 
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 入構規制の日時と対象 

来場者及び参加団体の皆さまの安全を確保するため、一橋祭前日（11 月 23 日(木・祝)）から一橋祭翌

日（11 月 27 日(月)）の間、車両の入構規制を実施します。また、盲導犬等の補助犬を除くペットを連

れての入構、飲酒した状態またはアルコール飲料を所持した状態での入構はできません。入構規制につ

いて、参加団体の構成員にも周知していただくようお願いします。また、規制に従わない場合は罰則を

課す可能性があります。 

一橋祭前日（11 月 23 日(木)） 

 自転車は終日入構可能です。 

 自動車は入構許可証が必要です。西キャンパス正門（以下「西正門」）、東キャンパス正門（以下

「東正門」）から入構してください。西正門、東正門以外からの入構はできません。 

一橋祭開催期間中（11 月 24 日(金)〜26 日(日)） 

 開催時間及びその前後の自転車の開催区域内への進入はできません。必要な場合のみ西キャンパス北

門（以下「西北門」）、西キャンパス西門（以下「西西門」）、西キャンパス南門（以下「西南門」）

から入構して駐輪場に停めてください。 

 自動車は終日入構許可証が必要です。西西門、西北門、東正門から入構してください。西正門、西南

門からの入構はできません。 
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 9:00 の規制開始より前に入構した自転車に関しては、9:00 までに駐輪場に移動をお願いします。

9:30 以降に一橋祭開催区域及びその周辺に自転車が置かれていた場合は、委員が駐輪場へ移動させ

ていただきます。 

 一橋祭当日はキックボードやスケートボードなどスピードが出やすいもの、その他弊会が危険と判断

したもの、他の来場者とのトラブルの恐れとなるものでの入構は原則できません。なお、車椅子、ベ

ビーカー、補助犬などの入構の規制はいたしません。入構の可否についてご不明な点がございました

ら、担当（寺澤：iks54th.entering@gmail.com）までご連絡ください。 

一橋祭翌日（11 月 27 日(月)） 

 自転車は終日入構可能です。 

 自動車は入構許可証が必要です。西正門、東正門から入構してください。西正門、東正門以外からの

入構はできません。 

 車両入構規制一覧 

西正門・東正門 

 

◯：入退構可能 

×：入退構不可 

△：自転車の乗車不可（キャンパス内は手で押して移動してください） 

※第 1 回参加責任者説明会資料から表の一部を変更しております。 

mailto:iks54th.entering@gmail.com
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西北門・西西門・西南門 

 

○：入退構可能 

×：入退構不可 

□：自転車は門付近の駐輪場に駐輪可能（開催区域内への進入は不可） 

※第 1 回参加責任者説明会資料から表の一部を変更しております。 

 車両入構申請について 

今年度も車両入構申請を第 54 回一橋祭参加団体向け WEB ページ上で受け付けております。入構許可証

発行の手順は以下の通りです。申請の〆切は第 2 回参加責任者説明会当日の 10 月 18 日(水)となってお

ります。 

① 第 54 回一橋祭参加団体向け WEB ページ（https://ikkyosai.com/participate/54/）へアクセスして

ください。 

② 「STEP４ 参加手続きをする」をクリックし、企画形態をお選びください。 

③ 車両入構申請フォームをクリックして必要事項を記入してください。 

④ 回答後、3 日以内に確認のメールを送らせていただきます。 メールが届かない場合は担当（寺澤）

までご連絡ください。 

⑤ 後日、メールで入構許可証を送らせていただきますので、当日入構する際に入構許可証を各門にい

る委員にお見せいただくようにお願いします。 

https://ikkyosai.com/participate/54/
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当日までに申請をできない場合はメールで担当（寺澤）までご連絡ください。また、一橋祭に参加する

以外の目的での車両入構（例：部活動の試合に使用する車両、コーチの来校のための車両など）も必ず

申請してください。申請がない場合は入構をお断りいたします。 

※こちらのリンクから車両入構申請フォームへ直接移動できます。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfavj4nosU0mgOiB9_sbY7eKs9P1mJWjvcAcUgH85o

ZI7rlIA/viewform 

駐車場・荷下ろし場所の使用について 

車両入構をご希望の場合、駐車場または荷下ろし場所をご使用いただけます。それぞれの場所について

は下記の「駐輪場・駐車場・荷下ろし場所」をご参照ください。 

 

 駐輪場・駐車場・荷下ろし場所 

 

警備・車両入構担当 

寺澤 篤哉（てらさわ・あつや） 

 E-mail：iks54th.entering@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfavj4nosU0mgOiB9_sbY7eKs9P1mJWjvcAcUgH85oZI7rlIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfavj4nosU0mgOiB9_sbY7eKs9P1mJWjvcAcUgH85oZI7rlIA/viewform
mailto:iks54th.entering@gmail.com

